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第２5期  宝塚市農業委員会  令和７年第９回議事録  

 

１．日  時   令和7年（2025年）９月２２日（月）１４時００分～１５時１０分  

 

２．場  所   大会議室  

 

３．農業委員定数   １３人  

 

４．出席委員   

１番舩岡知恵美、２番福本充宏、３番阪上文代、４番小中和正、5番逢坂洋子、６番林五郎、

７番阪上照一、８番古野弘之、９番平塚茂樹、10番金岡昭弘、１２番𫝆里宏、１３番田中宏明  

 

５．欠席委員    

１１番西田勝  

 

６．農地利用最適化推進委員定数  ５人  

 

７．出席農地利用最適化推進委員   

１番上田健、２番小畑健二、3番阪上秀一、4番二井久和、５番和田秀彰  

 

８．欠席農地利用最適化推進委員    

なし 

 

９．事務局   

事務局長  佐藤隆政  係長  木元富夫  事務職員  岡村美佑、岡田優花里  

 

１０．議   題  

１ 議案第８１号   非農地証明願の件  

２ 議案第８２号   農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による 

農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取の件  

３ 議案第８３号   生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件  

４ 議案第８４号   特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件  

１ 報告第８９号   農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件  

２ 報告第９０号   農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件  

３ 報告第９１号   農地法第１８条第６項の規定による届出の件  

４ 報告第９２号   相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明の件  
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第２５期宝塚市農業委員会令和７年第９回総会  

日時：令和７年９月２２日  

開会  午後２時００分  

 

○林会長  それでは、第２５期宝塚市農業委員会令和７年第９回の総会を開催します。 

本日は西田委員が欠席ですが、会議に必要な過半数は出席しておりますので、第９回総会

は成立しております。本日の議事録署名委員は、４番小中委員、７番阪上照一委員にお願い

します。それでは総会を始めます。事務局長から諸般の御報告をお願いします。 

（諸般の報告） 

○林会長  報告は終わりました。何か御意見、御質問等ございますか。特にないようですので、

それでは、議案審議に移りたいと思います。 

議案第８１号  非農地証明願の件を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第８１号  非農地証明願の件。別紙のとおり、非農地証明願がありましたので、

御審議願います。全部で２件ございます。 

１件目、願出人が（住所）、（氏名）さんほか１名です。届出地が寿町（地番）、地目は田、地

積が１４８㎡で、所有者が（氏名）さんほか１名です。農地でなくなった時期と現況は、昭和５１

年２月５日から宅地として利用されていました。宅地は既に取りつぶされ、現在は駐車場と奥

の宅地の一部として利用されています。証明を必要とする理由は、地目の変更登記のため。そ

の他としまして、昭和５２年の建物登記簿及び昭和５８年の建物図面の添付。申請者（住所）、

（氏名）さん（持分３分の２）、（住所）、（氏名）さん（持分３分の１）です。位置図は、３ページ

を御覧ください。 

２件目、願出人が（住所）、（氏名）さんです。今回の申請地が、山本野里（地番）、地目は

畑、地積が１０５㎡。所有者は申請者と同じく（氏名）さんです。農地でなくなった時期と現況

は、昭和５０年前から倉庫として利用。現在、建っている倉庫は、昔の倉庫が火災で燃えた後、

再建築したものだそうです。証明を必要とする理由は、地目変更登記のためで、その他として、

２００５年の国土地理院の航空写真の添付がございました。位置図は、４ページ目を御覧くだ

さい。 

○林会長  地区委員の意見をお伺いしたいと思います。１件目、古野委員。 

○古野委員  現地へ行ってまいりました。明らかに駐車場でした。  

○林会長  ２件目、阪上推進委員。 

〇阪上推進委員  駐車場、倉庫になっていますが、問題ないと思います。 

〇林会長  農業委員、推進委員で御意見、御質問等ございますか。特にないようですので、採

決いたします。非農地証明願の件について、証明することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので証明することといたします。 

次に、議案第８２号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項に

よる農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取の件を議題といた
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します。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第８２号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項

による農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取の件。  

公益社団法人ひょうご農林機構（農地中間管理機構）から農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画について意見を求められま

したので、御審議願います。 

貸主は、（住所）、（氏名）さん。借主が（住所）、（氏名）さん。届出地が長谷字（地番）ほか

３筆、地目は田、地積は４筆合計で６,２９７㎡です。始まりが公告日、終わりが公告日から１０

年間、種類は使用貸借権です。申請地ほか３筆は、長谷字（地番）・田・９５９㎡、長谷字（地

番）・田・１,２６７㎡、長谷字（地番）・田・１,４１６㎡となっております。本件によって長谷地区

の地域計画の達成に支障は生じないことを既に確認しております。  

○林会長  地区委員の意見をお伺いします。小畑推進委員。 

○小畑推進委員  作られているので問題ないと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。 

特にないようですので、採決いたします。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

３項及び第４項による農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取

の件についての関係ですが、本件に対しまして御意見、御質問はございますか。特にないよう

ですので、意見なしとすることに賛成の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、意見なしとすることといたします。 

次に議案第８３号  生産緑地の係る農業の主たる従事者証明願の件を議題といたします。

事務局、説明願います。 

○事務局  議案第８３号  生産緑地の係る農業の主たる従事者証明願の件。別紙のとおり、

生産緑地法第１０条の規定による「農業の主たる従事者」の証明願がありましたので、御審議

願います。では、１０ページを御覧ください。 

申請者が（住所）、（氏名）さんです。申請地が山本野里（地番）、地目は畑、地積は４９２

㎡です。耕作者が（氏名）さんで、今回証明する従事者も（氏名）さんです。申請理由は、（理

由）です。事実の発生日が（日付）です。位置図は、１１ページを御覧ください。 

〇林会長  説明は終わりました。地区委員の御意見をお伺いします。阪上推進委員。 

〇阪上推進委員  はい、特に問題ないと思います。 

〇林会長  農業委員、推進委員で御意見、御質問ございますか。特にないようですので、採決

いたします。生産緑地の係る農業の主たる従事者証明願の件について、証明することに賛成

の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします。 

次に議案第８４号  特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件を議題といたします。事

務局から説明願います。 

○事務局  議案第８４号  特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件。別紙のとおり、特定
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農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定に基づき承認申請があ

りましたので、御審議願います。 

 開設者の方が、（住所）、（氏名）さん。申請地が亀井町（地番）、地目は田、地積が１,１１４

㎡のうち１,０６７.１㎡。区画数は、９０区画（４.８㎡）で、１０区画が３㎡となっております。貸付

期間は１年間で、募集内容はチラシ配布・インターネットなどによる一般公募です。賃料が４.８

㎡のほうが、年間２万６,４００円、３㎡のほうが１万９,８００円となっております。借受者の行為

制限として、建物及び工作物の設置、営利を目的とした作物の栽培、貸付農地の転貸、野菜

もしくは草花等以外の栽培、指定された区画以外の立入等、他の借受者に迷惑を及ぼす行

為、近隣の土地への立入、農作業で発生したごみの放置及び周辺道路への駐車等近隣住民

に迷惑を及ぼすこと。その他としまして、貸付協定が添付されておりました。位置図は１４ページ、

配置図は１５ページ目で御確認をお願いいたします。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。平塚委員。 

○平塚委員  現在、半分以上が空きになっていまして、（事業主）が撤退するなら、独自で、貸

農園をしようという流れで、こういう形になったわけです。本格的な貸農園の始動とか、そういう

のも含めてやっていきたいとおっしゃっていたので、問題はないかとは思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で何か御意見、御質問等ございますか。特にないようでしたら、

採決いたします。特定農地貸付（市民農園開設）承認申請の件について、承認することに賛

成の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、承認することといたします。続いて報告事項に移りたいと思

います。報告第８９号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件を報告いたします。

事務局から説明願います。 

○事務局  報告第８９号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第４条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。 

届出者、（住所）、（氏名）さんです。届出地が、安倉中（地番）ほか１筆で、地目は畑、地積

は１，０４２㎡（２筆合計）です。耕作者は届出者と同じです。転用目的としては、福祉施設の建

設と駐車場です。造成期間が令和７年１０月１日から３か月間で、建設期間が令和７年１２月

１日から３か月間です。施設の概要は、福祉施設１棟と駐車場が２１台です。面積が福祉施設

のほうが、２９３.６７㎡が建築面積で、駐車場は敷地面積が５４３.７７㎡です。その他といたしま

して、水利組合の同意書の添付がございました。隣接農地が届出者の所有地のため同意書の

添付はございません。届出地の内訳は、安倉中（地番）・畑・８６２㎡と（地番）・畑・１８０㎡の

２筆です。 

○林会長  説明は終わりました。地区委員の御意見をお伺いします。田中委員。 

○田中委員  はい。特に問題はないと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第９０号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件を報告いたし

ます。事務局から説明願います。 
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○事務局  報告第９０号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第５条第１項第６号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。 

１件目、届出者の譲受人が、（住所）、（氏名）さん。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。届出

地が安倉南（地番）、地目は畑、地積が２７８㎡、耕作者は（氏名）さんです。転用目的は資材

置場。造成期間が令和７年１０月１日から７日間。建設期間と施設の概要が空いておりますが、

特に工事することなく、土のまま資材置場として利用すると聞いております。権利の種類は所有

権です。その他としまして、水利組合同意書の添付、隣接農地は届出者の所有のために同意

書の添付はありません。今回、工事関係の機械置場として利用されるということです。 

２件目、譲受人が（住所）、（氏名）さん。譲渡人が（住所）、（氏名）さん。届出地が、安倉

北（地番）ほか１筆、地目は畑、地積が２筆合計で６２６.８６㎡。耕作者は（氏名）さんです。転

用目的は住宅用地、造成期間が令和８年１月１日から１５０日間、建設期間も同様です。施設

の概要が、木造２階建て６棟、面積が延床面積で約１００㎡。権利の種類は所有権です。その

他としまして、水利組合の同意書の添付。今回、隣接農地がないので、同意書の添付はありま

せん。届出地のほか１筆ですが、安倉北（地番）・田・２.８６㎡となっております。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いします。１、２件目、田中委員。 

○田中委員  特に問題はないと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第９１号  農地法第１８条第６項の規定による届出の件を報告いたします。

事務局から説明願います。 

○事務局  報告第９１号  農地法第１８条第６項の規定による届出の件。別紙のとおり、農地

法第１８条第６項の規定による通知がありましたので、報告します。 

賃人が、（住所）、（氏名）さんです。借人が、（住所）、（氏名）さんです。届出地が中筋（地

番）、地目は田、地積が４０６㎡です。合意解約が成立した日は令和７年８月２０日で、土地の

引渡時期も同じく令和７年８月２０日です。離作補償の条件等はなしで、残存小作権の解除

になります。 

○林会長  説明は終わりました。農業委員、推進委員で何か御意見、御質問ございますか。特

にないようですので、次に移ります。 

報告事項第９２号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明の

件を報告いたします。事務局、説明願います。 

○事務局  報告第９２号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証

明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等に

係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので、報告します。  

今回は全部で８件ございます。１件ずつ御説明させていただきます。  

まず１件目、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は、令和４年８月１６日から令和７年８月

５日。耕作面積が１,６３５㎡、納税猶予農地は、山本丸橋（地番）ほか２筆、合計３筆で面積

は１,５０８.２２㎡となっております。証明年月日が、令和７年８月５日。その他の願出地は、（地

番）・田・４４６㎡のうち３６９.６２㎡、こちらは畑で利用されていまして、口谷西（地番）・畑・５０
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５㎡のうち４５４.６０㎡、こちらは植木として利用されていました。 

２件目。申請人が（住所）、（氏名）さん。農業経営期間が令和４年８月３０日から令和７年

８月５日。耕作面積が１，８６８㎡。納税猶予農地が長尾町（地番）ほか２筆、合計３筆。面積は、

１,８６８㎡。証明年月日は令和７年８月５日。願出地のほか２筆ですが、長尾町（地番）・田・８

２３㎡、（地番）・田・６３４㎡。３筆とも肥培管理をされていました。 

３件目。申請人が、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年８月１１日から令和７

年８月５日。耕作面積が３,４１０㎡。納税猶予農地が中筋（地番）ほか３筆、合計４筆。面積は

３,４１０㎡。証明年月日は令和７年８月１５日です。その他としまして、ほか３筆ですが、中筋

（地番）・田・６９４㎡、（地番）・田・１,２５９㎡、（地番）・田・３１７㎡、全て水稲として利用され

ております。 

４件目。申請人の方、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年８月３１日から令和７

年８月２０日です。耕作面積は９６８㎡。納税猶予農地は、安倉南（地番）ほか２筆、合計３筆。

面積が９６８㎡。証明年月日は令和７年８月２０日です。その他としまして、願出地ほか２筆です

が、安倉南（地番）・田・３７９㎡、こちらは畑と肥培管理として、（地番）・田・２８６㎡、こちらは

肥培管理をされていました。 

５件目。申請人が、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年８月２４日から令和７

年８月２０日。耕作面積は５０２㎡。納税猶予農地が、貸付地として１筆ありまして、口谷東（地

番）、面積は貸付地が５０２㎡です。証明年月日は令和７年８月２０日。こちらは、果樹・野菜を

されています。 

６件目。申請人が、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年８月２４日から令和７

年８月２５日。耕作面積が３，９６５㎡。納税猶予農地が山本中（地番）ほか２筆、合計３筆で

面積は３，９６５㎡です。証明年月日は令和７年８月２５日。願出地でほか２筆ですが、山本南

（地番）・田・１,５７６㎡、（地番）・畑・９９１㎡、それぞれ植木として利用されております。  

７件目、申請人が、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年９月１４日から令和７

年８月２５日。耕作面積は１，７５５㎡。納税猶予農地が、中筋（地番）ほか５筆、合計６筆。面

積は１,７５５㎡。証明年月日は令和７年８月２５日です。ほか５筆ですが、中筋（地番）・畑・１８

８㎡、（地番）・畑・５９㎡、（地番）・畑・１２㎡、（地番）・田・３９６㎡、（地番）・田・３９６㎡、全

て植木として利用されております。 

８件目、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は令和４年９月１４日から令和７年８月２５日。

耕作面積は１,３６４㎡。納税猶予農地が、中筋（地番）ほか１筆、合計２筆で面積は１，３６４

㎡です。証明年月日は令和７年８月２５日。ほか１筆が、中筋（地番）・田・１，００２㎡で、水稲

として利用されています。 

〇林会長  説明は終わりました。農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問等ございます

か。特にないようですので、以上で本日の議案４件、報告４件についての審議等は終了させて

いただきます。 

これをもちまして、令和７年第９回総会は閉会いたします。 
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閉会  

 

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する  

 

６番（会長）       林  五郎  

  

４番              小中和正  

 

７番              阪上照一  


